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これまでの取組の概要等 

平成 26 年（2014 年）４月に総務省より発出された公共施設等総合管理計画の策定要請にもと

づき、本市では平成 28 年（2016 年）３月に「大阪狭山市公共施設等総合管理計画」を策定し、

本格的に公共施設マネジメントの取組みに着手しました。 

その後も、将来にわたり市民サービスの維持・向上と持続可能な財政運営を図るため、個別施

設計画の策定などを進め、令和４年（2022 年）３月に総合管理計画の改定、令和 5 年（2023 年）

には「大阪狭山市公共施設再配置方針」を策定しました。 

 

 

 

 

 

平成 28 年（2016 年）３月 大阪狭山市公共施設等総合管理計画策定 

対象期間：平成 28 年度～令和 37 年度までの 40 年間 

＜公共施設に関する原則＞  ＜数値目標＞ 

・計画的な保全による施設の活用 

・費用対効果を考慮した更新 

・施設の複合化や効率的な運営の推進 

公共施設 

総延床面積の 

約 10％縮減 

 

個別施設計画等の策定 

・大阪狭山市公共施設長寿命化・修繕計画（平成 30 年 3 月） 

・大阪狭山市下水道ストックマネジメント計画（平成 31 年 4 月） 

・大阪狭山市学校施設長寿命化計画（令和 2 年 3 月） 

・大阪狭山市橋梁長寿命化計画修繕計画（令和 3 年 3 月） 等 

 

令和４年（2022 年）３月 大阪狭山市公共施設等総合管理計画改定 

 

・大阪狭山市立学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針（令和 5 年 2 月） 

 

令和５年（2023 年）３月 大阪狭山市公共施設再配置方針策定 

対象期間：令和５年度～令和 37 年度までの 33 年間 

・公共施設の再配置及び保全の基本的な考え方 

・各施設の再配置方針を短期・中長期で整理 

維持（改修・更新）／再配置（見直し）／再配置（建替え）／譲渡・廃止／検討 

 

【予定】 

令和６年（2024 年）9 月 大阪狭山市公共施設再配置計画策定 

対象期間：令和 6 年度～令和●年度までの●年間 

・再配置方針において「短期（当面 10 年間）で再配置（見直し・建替
え）を想定する」とした施設を中心に、実施時期や概算費用を整理。 

 

 

 

資料２ 

平成 26 年（2014 年）４月 公共施設等総合管理計画の策定要請（総務省） 

短期 

中長期 



参考：これまでの取組みと想定している各計画等への記載イメージ 

 

１ 公共施設等総合管理計画（2016 年 3 月策定、2022 年 3 月改定） 

所有する全ての公共施設等を対象に、市の実情に応じて、総合的かつ計画的 

に管理する計画として策定した。 

計画期間 2016 年度～2055 年度までの 40 年間。 
公共施設の「総延べ床面積の 10％削減」を数値目標とした。 

 

２ 公共施設再配置方針（2023 年 3 月策定） 

    各施設での再配置方針（建替え or 見直し or 廃止 or 維持 or 検討）を 

「短期」（当面 10 年間）と「中長期」（10 年間以降）に仕分けを行った。 

 

 

 

３ 公共施設再配置計画（2024 年 9 月 策定予定） 

    再配置方針で仕分けを行った「短期」を中心に具体的な対策内容と実施時期 

や概算費用を記載し、併せて「中長期」の方向性や取組イメージを記載する 

想定。（今回の計画は、第１期（短期）計画と想定しています） 

 

例：「短期」に記載するイメージ 

対策内容：ＡセンターとＢセンターの複合化を検討する。 

    実施時期：令和８年 事業着手 ※表で記載するイメージ 

    概算費用：〇〇〇億円 

 

※中長期の内容については、今後取組時期が近づいて来た際に、第２期から 

第〇期の再配置計画を随時策定 

 

 

 

４ ＡＢＣ複合施設基本構想（2025 年 3 月 策定予定） 

    再配置計画で「短期」について具体的な対策内容を示した内の「最優先の施 

設」についてその事業手法（公民連携等）や、施設規模、事業費、配置場所 

を記載する想定。 

   

※数本の基本構想を策定する場合も想定。 

これまで 

Ｒ6.9 

策定予定 

Ｒ7.3 

策定予定 

現在 


